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交
通
事
故
に
あ
っ
た
と
き

国
保
加
入
者
の
み
な
さ
ん
は
届
出

が
必
要
で
す

 
今
回
は
、
国
民
健
康
保
険
（
国

保
）
に
加
入
さ
れ
て
い
る
み
な
さ

ん
が
、
交
通
事
故
な
ど
、
第
三
者

の
行
為
に
よ
っ
て
ケ
ガ
を
し
て
治

療
を
受
け
る
場
合
に
つ
い
て
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

　
交
通
事
故
に
よ
る
治
療
に
つ
い

て
も
、
国
保
で
治
療
が
で
き
ま
す
。

　
た
だ
し
、
そ
の
場
合
は
、
交
通

事
故
証
明
を
添
付
し
た
、
届
け
出

が
必
要
で
す
。

※
後
期
高
齢
者
医
療
（
後
期
）
も

同
じ
で
す
。

１
、
警
察
に
届
け
出
る

　
交
通
事
故
に
あ
っ
た
ら
、
加
害

者
の
運
転
免
許
書
、
車
の
ナ
ン
バ

ー
な
ど
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　
そ
し
て
、
警
察
に
届
け
「
事
故

証
明
書
」
を
交
付
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。

２
、
病
院
で
治
療
を
受
け
る
と
き
は

　
保
険
証
を
病
院
の
受
付
で
提
出

し
、
交
通
事
故
で
あ
る
こ
と
を
伝

え
て
く
だ
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
、

国
保
・
後
期
で
治
療
が
受
け
ら
れ

ま
す
。（
国
保
・
後
期
が
一
時
的

に
加
害
者
に
か
わ
っ
て
医
療
費
を

支
払
い
ま
す
）

３
、
国
保
・
後
期
の
窓
口
に
届
け

て
く
だ
さ
い

　
「
事
故
証
明
書
」
が
交
付
さ
れ

た
ら
、
必
ず
国
保
・
後
期
の
窓
口

へ
「
第
三
者
行
為
に
よ
る
傷
病
届
」

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
届
け
の

用
紙
は
国
保
・
後
期
の
窓
口
に
あ

り
ま
す
。

＊
国
保
は
、
加
害
者
・
保
険
会
社

な
ど
に
医
療
費
の
請
求
を
行
い

ま
す
。

４
、
届
け
出
に
必
要
な
も
の

・
印
鑑

・
保
険
証

・
事
故
証
明
書

＊
そ
の
ほ
か
の
書
類
は
役
場
に
あ

り
ま
す

黒
潮
町
で
の
第
三
者
行
為
（
交
通

事
故
な
ど
）
に
よ
る
納
付
金

　
ご
不
明
な
こ
と
が
あ
り
ま
し
た

ら
、
お
気
軽
に
国
保
・
後
期
の
担

当
窓
口
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
大
方
総
合
支
所

　
健
康
福
祉
課 

国
保
係

　
蕁
４
３
―
２
１
１
６（
直
通
）

　
佐
賀
総
合
支
所

　
健
康
福
祉
課 

保
険
福
祉
係

　
蕁
５
５
―
３
１
１
２（
直
通
）

Q2

裁判員制度

裁判員制度シリーズ笆

ど
の
よ
う
な
事
件
を

　
　
　
扱
う
の
で
す
か
？

【お問い合わせ】高知地方裁判所 蕁088－822－0340

み
ん
な
で
さ
さ
え
る 

国
保
会
計

み
ん
な
で
さ
さ
え
る 

国
保
会
計

※国保分のみ

年度 件数 金額

15 2 772,053

16 6 2,607,910

17 3 1,161,659

18 7 5,696,886

19 8 5,038,945


